
③「求人仮登録」画面が表示されます。

④ 項目毎（8項目）に必要があれば修正し【次へ進む】をクリックします。

⑤ 最後に【完了】をクリックします。

⑥「求人仮登録完了」画面が表示されます。

以上です。

求人票を更新したい場合は・・・

「求人者マイページ」を開設している事業主様へ

求人票の有効期間は受付日から2か月後の月末までです。

ハローワーク鳥栖 求人企画部門 TEL 0942-82-3444

○ その他、ご不明な点がございましたら、お気軽に当所までご連絡ください。

有効期限が切れる概ね1週間前から申し込むこと

が出来ます。

①「求人者マイページ」のホーム画面

から、右上に表示された、【新規求人

情報を登録】をクリックします。

②転用可能な求人一覧から、転用した

い求人の【この求人情報を転用して登

録】をクリックします。


